
（12）

ロ
コ
モ
予
防
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室

問
健
康
福
祉
課
　
撒（
57
）４
１
７
１

　
ロ
コ
モ
と
は
、
日
常
生
活
に
必
要

な
運
動
器
が
衰
え
て
い
る
、
ま
た
は

衰
え
始
め
て
い
る
状
態
の
こ
と
で
す
。

　
ロ
コ
モ
を
予
防
し
、
い
つ
ま
で
も

元
気
で
過
ご
せ
る
よ
う
な
体
づ
く
り

を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
日
ご
ろ
運
動
習
慣
が
な
い
方
で
も

是
非
こ
の
機
会
に
、
お
気
軽
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
11
月
9
日
、
12
月
14
日
、
平
成
31 

　
年
１
月
25
日
、
平
成
31
年
２
月
8

　
日
・
22
日
、
平
成
31
年
３
月
15
日

　（
全
て
金
曜
日
）

　
10
時
〜
11
時
30
分

対
町
在
住
者
で
40
歳
以
上
の
運
動
制

　
限
の
な
い
方
で
下
記
ロ
コ
チ
ェ
ッ

　
ク
に
１
つ
以
上
該
当
し
、
６
回
全

　
て
に
参
加
可
能
な
方
。

所
町
保
健
セ
ン
タ
ー
　

容
ロ
コ
モ
予
防
の
た
め
の
体
操

持
ち
物
　

・
運
動
で
き
る
服
装

・
室
内
用
シ
ュ
ー
ズ

・
タ
オ
ル

・
水
分

定
先
着
20
人

申
10
月
９
日（
火
）〜

※
治
療
中
の
方
は
、
主
治
医
に
相
談

　
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
日
程
は
、
講
師
の
都
合
に
よ
り
変

　
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
参
加
さ
れ
た
こ
と
が
な

　
い
方
を
優
先
す
る
た
め
、
今
年
度

　
中
に
す
で
に
教
室
に
ご
参
加
い
た

　
だ
い
た
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

野
木
町
歯
周
疾
患
検
診

の
お
知
ら
せ

問
健
康
福
祉
課
　
撒（
57
）４
１
７
１

　
町
で
は
成
人
歯
科
保
健
対
策
の
一

環
と
し
て
、
歯
の
喪
失
を
予
防
す
る

こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
方
々
の
生
活

の
質
の
向
上
お
よ
び
高
齢
期
に
お
け

る
健
康
の
維
持
を
目
的
に
歯
周
疾
患

検
診
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

対
野
木
町
に
住
所
を
有
し
、
平
成
30

　
年
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
次
の

　
年
齢
に
該
当
す
る
方

＊
40
歳
（
昭
和
52
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
53
年
４
月
１
日
生
）

＊
45
歳
（
昭
和
47
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
48
年
４
月
１
日
生
）

＊
50
歳
（
昭
和
42
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
43
年
４
月
１
日
生
）

＊
55
歳
（
昭
和
37
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
38
年
４
月
１
日
生
）

＊
60
歳
（
昭
和
32
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
33
年
４
月
１
日
生
）

＊
65
歳
（
昭
和
27
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
28
年
４
月
１
日
生
）

＊
70
歳
（
昭
和
22
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
23
年
４
月
１
日
生
）

＊
75
歳
（
昭
和
17
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
18
年
４
月
１
日
生
）

＊
80
歳
（
昭
和
12
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　
昭
和
13
年
４
月
１
日
生
）

検
診
内
容

　
問
診
お
よ
び
歯
周
組
織
検
査

日
10
月
１
日
〜
平
成
31
年
１
月
31
日

　（
各
歯
科
医
院
の
休
診
日
を
除
く
）

自
己
負
担
額

　
５
０
０
円
（
70
歳
、
75
歳
、
80
歳

　
は
無
料
）

※
検
診
に
併
せ
て
治
療
を
す
る
場
合

　
や
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
と
る
場
合
な
ど

　
は
別
途
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
受
診
券
（
対
象
者
に
は
郵
便
で
送

　
付
し
ま
す
）

・
健
康
保
険
証

※
指
定
医
療
機
関
に
事
前
に
予
約
を

　
し
て
か
ら
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

お知らせ

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

医療機関名 住　所 電話番号

池松歯科医院 友沼 5924-1 （54）1181

うちうみ歯科クリニック 丸林 572-12 （33）6966

杉田歯科医院 丸林 150-2 （57）0118

せきぐち歯科医院 丸林645-4 （57）0065

中澤歯科医院 丸林 383-8 （57）3002

指定医療機関


